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平成２３年第１回上富田町議会定例会会議録 

（第２日） 

○開会期日  平成２３年３月１０日午前９時３０分 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１１名） 

       １番  山 本 明 生        ２番  木 村 政 子 

       ３番  三 浦 耕 一        ４番  奥 田   誠 

       ５番  大 石 哲 雄        ６番  畑 山   豊 

       ７番  沖 田 公 子        ８番  榎 本   敏 

       ９番  木 本 眞 次       １１番  吉 田 盛 彦 

      １２番  井 澗   治 

                                            

 欠席議員（なし） 

                                            

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  福 田   誠  局 長 補 佐 嵯 峨 紀 子  

                                            

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長  小 出 隆 道   副 町 長  平 見 信 次  

教 育 委 員 長  木 村 悌 吉   教 育 長  谷 本 圭 司  

会計管理者  浦   勝 明   総務政策課長  和 田 幸太郎  

総務政策課 
企 画 員 

 薮 内 昭 孝   総務政策課
企 画 員

 深 見 芳 治  

総務政策課 
企 画 員 

 
薮 内 博 文   

総務政策課
企 画 員

 
山 本 敏 章  

総務政策課 
企 画 員 

 
家 高 英 宏   住民生活課長

 
廣 井 哲 也  

住民生活課 
企 画 員 

 
福 田   稔   

住民生活課
企 画 員

 
福 田 睦 巳  

住民生活課 
企 画 員 

 
谷 本 芳 朋   

住民生活課
企 画 員

 
原   宗 男  
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税 務 課 長 
 

和 田 精 之   産業建設課長
 

脇 田 英 男  

産業建設課 
企 画 員 

 
平 田 隆 文   

産業建設課
企 画 員

 
植 本   亮  

産業建設課 
企 画 員 

 
三 栖 啓 功   上下水道課長

 
木 村 勝 彦  

上下水道課 
企 画 員 

 
植 本 敏 雄   

教 育 委 員 会
総 務 課 長

 
笠 松 眞 年  

教 育 委 員 会 
生涯学習課長 

 
山 崎 一 光   

                                            

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 議案第２５号 平成２３年度上富田町特別会計宅地造成事業予算 

  日程第 ２ 議案第２６号 平成２３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業 

               予算 

  日程第 ３ 議案第２７号 平成２３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業 

               予算 

  日程第 ４ 議案第２８号 平成２３年度上富田町特別会計奨学事業予算 

  日程第 ５ 議案第２９号 平成２３年度上富田町特別会計農業集落排水事業予算 

  日程第 ６ 議案第３０号 平成２３年度上富田町特別会計公共下水道事業予算 

  日程第 ７ 議案第３１号 平成２３年度上富田町水道事業会計予算 

  日程第 ８ 議案第３２号 平成２３年度上富田町特別会計朝来財産区予算 

  日程第 ９ 議案第３４号 平成２３年度西牟婁郡公平委員会予算 

  日程第１０ 議案第３５号 工事請負契約の締結について（平成２２年度 第５号 

               上水道事業 中央監視設備改良工事） 

  日程第１１ 議案第３６号 土地取得について 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長(奥田 誠) 

  皆さん、おはようございます。 

  本日もご苦労さんでございます。 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２３年第１回上富田町議会定例会２

日目を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

                                           

△日程第１ 議案第２５号～日程第１１ 議案第３５号 

○議長(奥田 誠) 

  この際、日程第１ 議案第２５号、平成２３年度上富田町特別会計宅地造成事業予算

の件から日程第１１ 議案第３５号、土地取得についての件まで１１件を一括議題とし

ます。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  産業建設課企画員、三栖君。 

○産業建設課企画員（三栖啓功） 

  おはようございます。 

  私の方から、議案第２５号についてご説明させていただきます。 

  議案第２５号、平成２３年度上富田町特別会計宅地造成事業予算。 

  平成２３年度上富田町の特別会計宅地造成事業予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２，６７０万円と定める。 

  ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５，０００万円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合
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における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入。 

  １款、諸収入１億２，６７０万円、歳入予算、１億２，６７０万円と定めています。 

  歳出。 

  １款、宅地造成費１億２，５２０万円、２款、公債費１５０万円、歳出合計、１億２，

６７０万円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  １、総括、歳入歳出予算事項別明細書につきましては、お目通しのほどをよろしくお

願いいたします。 

  ４ページをお願いします。 

  ２、歳入。 

  諸収入、１目、宅地造成事業収入、予算額１億６６９万９，０００円と定めておりま

す。主なものといたしましては、宅地分譲収入としてでございます。 

  ２目、町預金利子、１，０００円と定めております。 

  ３目、雑入、２，０００万円と定めております。主なものとしては、高速道路残土処

分の受け入れ料として１，８００万円を計上しております。 

  歳入計１億２，６７０万円と定めております。 

  ５ページをお願いします。 

  ３、歳出。 

  １款、宅地造成費、１目、宅地造成事業費、予算４，８４６万円と定めております。

主なものとしては、工事請負費として、栗ケ谷住宅造成等を計画しております。 

  ２目、残土処理場事業費、７，６７４万円と定めております。 

  ６ページをお願いします。 

  主なものとしては、町内全体の大内谷残土処分地、上富田スポーツセンター残土処分

地等で、調査設計費及び残土処分場の締め固め転圧等の工事請負費を計上しております。 

  歳出計１億２，５２０万円と定めております。 

  ２款、公債費、１目、利子１５０万円と定めております。 

  後ろのページから１０ページ目の給与費明細書等につきましては、お目通しのほどよ

ろしくお願いします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 
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○議長(奥田 誠) 

  総務政策課企画員、薮内君。 

○総務政策課企画員（薮内博文） 

  おはようございます。 

  私の方からは、議案第２６号、第２７号についてご説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

  初めに、議案第２６号、平成２３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業予算。 

  平成２３年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業予算は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０１万４，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入。 

  １款、諸収入、１項、貸付金元利収入３０１万３，０００円、２項、町預金利子１，

０００円。 

  歳入合計といたしまして、３０１万４，０００円と定めています。 

  歳出。 

  １款、公債費、１項、公債費につきましては、３０１万４，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  なお、３ページの歳入歳出予算事項別明細書、総括につきましては、お目通しをお願

いします。 

  次のページをお願いします。 

  ２、歳入。 

  １款、諸収入、１項、貸付金元利収入、１目、宅地取得資金貸付金元利収入につきま

しては、３０１万３，０００円と定めています。 

  １節、貸付金元金収入１８６万６，０００円、これにつきましては国費１１件、県費

９件分を見込んでございます。 

  ２節、貸付金利子収入３０万８，０００円、これにつきましても国費１１件、県費９

件分を見込んでございます。 
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  ３節、貸付金元金過年度収入６８万２，０００円、これにつきましては２１件分を見

込んでございます。 

  ４節、貸付金利子過年度収入１５万７，０００円、これにつきましても２１件分を見

込んでございます。 

  １款、諸収入、２項、町預金利子、１目、町預金利子につきましては１，０００円と

定めてございます。 

  ３、歳出。 

  １款、公債費、１項、公債費、１目、元金２４６万３，０００円、これは、償還金、

利子及び割引料としまして２４６万３，０００円を見込んでございます。国費、県費、

それぞれの元金の償還金を見込んでございます。 

  ２目、利子５５万１，０００円、償還金、利子及び割引料としまして５５万１，００

０円と定めています。これにつきましても、国費、県費、それぞれの利子の償還金を見

込んでございます。 

  公債費合計といたしまして、３０１万４，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  この表は、地方債の現在高の見込みに関する調書です。左の方から、１．普通債、

（３）地域改善、前々年度末現在高１，５９３万円、これは平成２１年度末現在高でご

ざいます。前年度末現在高見込み額１，３４３万９，０００円、平成２２年度末の見込

み額でございます。当該年度中の元金償還見込み額２４６万３，０００円、本年度中の

元金の償還見込み額でございます。当該年度末現在髙見込み額１，０９７万６，０００

円、平成２３年度末の見込み額でございます。 

  以上です。 

  続きまして、議案第２７号についてご説明申し上げます。 

  議案第２７号、平成２３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業予算。 

  平成２３年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業予算は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５６１万５，０００円と定め

る。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 
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  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入。 

  １款、県支出金、１項、県補助金ということで１３万円、２款、諸収入、１項、貸付

金元利収入で１，５４８万４，０００円、２項、町預金利子で１，０００円。 

  歳入合計といたしまして、１，５６１万５，０００円と定めています。 

  歳出。 

  １款、公債費、１項、公債費につきましては、１，５６１万５，０００円と定めてい

ます。 

  次のページをお願いします。 

  なお、３ページの歳入歳出予算事項別明細書、総括につきましては、お目通しをお願

いいたします。 

  次のページをお願いします。 

  ２、歳入。 

  １款、県支出金、１項、県補助金につきましては、１３万円と定めています。 

  ２款、諸収入、１項、貸付金元利収入、１目、住宅新築資金貸付金元利収入につきま

しては、１，５４８万４，０００円と定めています。 

  １節、貸付金元金収入９３８万７，０００円、国費３１件、県費１９件分を見込んで

ございます。 

  ２節、貸付金利子収入１３９万８，０００円、国費３１件、県費１９件分を見込んで

ございます。 

  ３節、貸付金元金過年度収入３８４万５，０００円、これにつきましては３７件分を

見込んでございます。 

  ４節、貸付金利子過年度収入８５万４，０００円、これにつきましても３７件分を見

込んでございます。 

  ２款、諸収入、２項、町預金利子、これにつきましては１，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出。 

  １款、公債費、１項、公債費、１目、元金１，３０３万５，０００円、償還金、利子

及び割引料としまして１，３０３万５，０００円と定めています。これにつきましては、

国費、県費、それぞれの元金の償還金を見込んでございます。 

  ２目、利子２５８万円、償還金、利子及び割引料としまして２５８万円と定めていま

す。国費、県費、それぞれの利子の償還金を見込んでございます。 

  公債費合計といたしまして、１，５６１万５，０００円と定めています。 
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  次のページをお願いします。 

  この表は、地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。左の方から、１．普

通債、（３）地域改善、前々年度末現在高７，２４６万６，０００円、２１年度末の現

在高でございます。前年度末現在高見込み額５，９６５万９，０００円、平成２２年度

末の見込み額でございます。当該年度中の元金償還見込額１，３０３万５，０００円と

定めてございます。当該年度末現在高見込み額４，６６２万４，０００円、平成２３年

度末の見込み額でございます。 

  以上、議案第２６号、第２７号のご説明を終わります。ご承認賜わりますようよろし

くお願いします。 

○議長(奥田 誠) 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  続きまして、議案第２８号について説明申し上げます。 

  議案第２８号、平成２３年度上富田町特別会計奨学事業予算。 

  平成２３年度上富田町の特別会計奨学事業予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０３７万円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  まず、歳入でございます。１款、財産収入で５万円、２款、繰入金で６３５万６，０

００円、３款、繰越金で１，０００円、４款、諸収入で３９６万３，０００円。 

  歳入合計で１，０３７万円と定めております。 

  歳出では、１款、総務費で１，０３７万円と定めております。 

  ３ページをお願いいたします。 

  ３ページの総括、歳入歳出予算事項別明細書につきましては、お目通しのほどよろし

くお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  まず、歳入でございます。 

  １款、財産収入、利子及び配当金で５万円、２款、繰入金、奨学基金繰入金で６３５

万６，０００円、３款、繰越金で１，０００円、４款、諸収入、延滞金で１，０００円、
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町預金利子で１，０００円。 

  ５ページをお願いいたします。 

  奨学事業貸付金元利収入で３９６万１，０００円を措置しております。 

  続きまして、歳出では、１款、総務費、一般管理費で１，０３７万円。主なものは、

奨学貸付金１，０２７万２，０００円で、継続貸付３１名と新規貸付１３名を見込んで

おります。 

  以上でございます。ご承認賜わりますようどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長(奥田 誠) 

  上下水道課長、木村君。 

○上下水道課長（木村勝彦） 

  おはようございます。 

  それでは、議案第２９号から議案第３１号についてご説明申し上げます。 

  議案第２９号、平成２３年度上富田町特別会計農業集落排水事業予算。 

  平成２３年度上富田町の特別会計農業集落排水事業予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億８，３６３万６，０００円と

定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 

  分担金及び負担金、１０３万７，０００円と定めています。 

  使用料及び手数料４，４４６万１，０００円、繰入金１億３，８１３万６，０００円、
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諸収入２，０００円。 

  歳入合計では、１億８，３６３万６，０００円と定めています。 

  歳出です。 

  農業集落排水事業費、５，６０３万円と定めています。 

  公債費１億２，７６０万６，０００円。 

  歳出合計では、１億８，３６３万６，０００円と定めています。 

  ４ページ、５ページの事項別明細書、総括は、お目通しをお願いします。 

  ６ページをお願いします。 

  歳入です。 

  分担金及び負担金、農業集落排水事業負担金、本年度１０３万７，０００円を計上し

ております。新規加入負担金として３件分を予定しております。 

  使用料及び手数料、農業集落排水使用料４，４４６万１，０００円、５地区の使用料

を見込んでおります。 

  繰入金、一般会計繰入金１億３，８１３万６，０００円、諸収入、町預金利子及び雑

入につきましては、それぞれ１，０００円を計上しております。 

  歳出です。 

  農業集落排水事業費、総務費、本年度５６０万５，０００円を計上しております。主

なものにつきましては、職員１名分の人件費で４４５万円を措置しています。 

  施設維持管理費５，０４２万５，０００円、主なものにつきましては、５地区の処理

場電気代等で１，５１０万円、８ページのし尿浄化槽清掃手数料で１，２６５万円、処

理施設管理委託料で１，７００万円、その他５地区の処理場の維持管理に伴う所要の経

費を計上しております。 

  次のページをお願いします。 

  公債費、元金、９，３２５万２，０００円、長期債の償還金でございます。 

  利子３，４３５万４，０００円、長期債償還金利子及び一時借入金利子でございます。 

  ９ページから１２ページにつきましては、給与費明細書でございます。お目通しをお

願いします。 

  １３ページをお願いします。 

  地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。 

  下水道事業債合計でご説明申し上げます。 

  前々年度末の現在高２０億３，３２５万７，０００円、前年度末現在高見込み額１９

億３，５８０万３，０００円、当該年度中の起債見込み額ゼロ、当該年度中の元金償還

見込み額９，３２５万２，０００円、当該年度末の現在高見込み額１８億４，２５５万
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１，０００円になる見込みであります。 

  以上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第３０号、平成２３年度上富田町特別会計公共下水道事業予算。 

  平成２３年度上富田町の特別会計公共下水道事業予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億１，４７８万７，０００円と

定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  地方債。 

  第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  一時借入金。 

  第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 

  分担金及び負担金、２，８８０万円と定めています。 

  使用料及び手数料３，２１２万１，０００円、県支出金２１９万６，０００円、財産

収入１，０００円、繰入金２億７，２９６万７，０００円、繰越金２０万円、諸収入２，

０００円、町債７，８５０万円。 

  歳入合計では、４億１，４７８万７，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  公共下水道事業費、３億１，５６１万３，０００円と定めています。 

  公債費９，９１７万４，０００円。 
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  歳出合計では、４億１，４７８万７，０００円と定めています。 

  「第２表 地方債」。 

  起債の目的、公共下水道事業、限度額７，８５０万円。なお、起債の方法、利率、償

還の方法につきましては、お目通しをお願いします。 

  次のページをお願いします。 

  ６ページ、７ページの事項別明細書、総括は、お目通しをお願いいたします。 

  ８ページをお願いします。 

  歳入です。 

  分担金及び負担金、公共下水道受益者負担金、本年度２，８８０万円を計上しており

ます。これにつきましては、朝来の旭、金屋、下内代の半期分と、現在施工中の本郷、

六中、ひかり、ひだまり地区の受益者負担金を見込んでおります。 

  使用料及び手数料、公共下水道使用料３，２１２万１，０００円を計上しております。 

  県支出金、公共下水道事業費県補助金２１９万６，０００円。 

  財産収入、利子及び配当金１，０００円。 

  繰入金、一般会計繰入金１億３，９２７万１，０００円、下水道事業基金繰入金１億

３，３６９万６，０００円。 

  繰越金２０万円、諸収入、町預金利子及び雑入につきましては、それぞれ１，０００

円を計上しております。 

  次のページをお願いします。 

  町債、公共下水道事業債７，８５０万円を計上しております。 

  歳出でございます。 

  公共下水道事業費、本年度２億８，３２９万６，０００円を計上しております。主な

ものにつきましては、職員２名分の人件費で１，６２８万円、工事請負費として１億５，

７００万円を計上しております。工事場所は、朝来地区阪和測量前から、熊野高校旧体

育館前の管路工事を計画しているところであります。 

  １２ページをお願いいたします。 

  施設維持管理費、３，２３１万７，０００円を計上しております。主なものにつきま

しては、臨時職員１名分の賃金及び浄化センターの維持管理として、処理施設管理委託

料及び汚泥処理業務委託料等所要の経費を計上しております。 

  次のページをお願いします。 

  公債費、元金５，８９７万６，０００円、長期債の償還金でございます。 

  利子、４，０１９万８，０００円、長期債償還利子及び一時借入金利子でございます。 

  １４ページから１７ページにつきましては、給与費明細書でございます。お目通しを
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お願いいたします。 

  １８ページをお願いします。 

  地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。 

  下水道事業債合計でご説明申し上げます。 

  前々年度末現在高１９億６，４９３万５，０００円、前年度末の現在高見込み額２０

億３，６１１万８，０００円、当該年度中起債見込み額７，８５０万円、当該年度中元

金償還見込み額５，８９７万５，０００円、当該年度末の現在高見込み額は、２０億５，

５６４万３，０００円になる見込みであります。 

  以上、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第３１号、平成２３年度上富田町水道事業会計予算。 

  総則。 

  第１条、平成２３年度上富田町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

  業務の予定量。 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

  １、給水戸数６，１００戸、２、総配水量７９５万７，０００立方メートル、３、１

日平均配水量２万１，８００立方メートル、４、配水設備改良費１億４，３６５万円。 

  次のページをお願いします。 

  収益的収入及び支出。 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入。 

  第１款、水道事業収益４億５，６００万円、第１項、営業収益４億５，５３０万円、

第２項、営業外収益７０万円。 

  支出。 

  第１款、水道事業費用４億５，６００万円、第１項、営業費用３億３，９０８万２，

０００円、第２項、営業外費用１億１，６９１万８，０００円。 

  資本的収入及び支出。 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億５，９１７万８，０００円は、損

益勘定留保資金で補てんするものとする。 

  収入。 

  第２款、水道事業資本的収入７，２２０万円、第１項、工事負担金２，５５０万円、

第２項、他会計負担金３０万円、第３項、企業債４，６４０万円。 

  支出。 
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  第２款、水道事業資本的支出３億３，１３７万８，０００円、第１項、建設改良費１

億４，６３５万円、第２項、企業債償還金１億８，５０２万８，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  企業債。 

  第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

  起債の目的、公営企業借換債、限度額、４，６４０万円、なお、起債の方法、利率、

償還の方法につきましてはお目通しをお願いいたします。 

  一時借入金。 

  第６条、一時借入金の限度額は、５億円と定める。 

  予定支出の各項の経費の金額の流用。 

  第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

  営業費用と営業外費用との相互の流用。 

  議会の議決を得なければ流用することのできない経費。 

  第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を得なけれ

ばならない。 

  職員給与費５，３６２万７，０００円。 

  棚卸資産の購入限度額。 

  第９条、棚卸資産の購入限度額は１，５００万円と定める。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  ７ページをお願いします。 

  平成２３年度上富田町水道事業会計予算実施計画明細書でございます。 

  収益的収入及び支出。 

  収入。 

  水道事業収益、本年度４億５，６００万円と定めております。 

  営業収益４億５，５３０万円、給水収益４億５，０００万円、水道料金として、町内

の水道料金３億２，０００万円、用水供給事業として、田辺市からの水道料金１億３，

０００万円を見込んでおります。 

  受託給水工事収益１０万円、その他営業収益５２０万円、材料売却収益として、メー

ターボックス、止水栓、材料売却収益で１００万円、手数料として、給水開始、中止等

手数料で１１０万円、分担金として、水道加入分担金で３１０万円。 
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  営業外収益７０万円、受取利息及び配当金１万円、雑収益６９万円、これにつきまし

ては、土地の貸付料等でございます。 

  次のページをお願いします。 

  支出。 

  水道事業費用、本年度４億５，６００万円を措置しております。 

  営業費用、３億３，９０８万２，０００円、原水及び浄水費１億１，６０５万６，０

００円。主なものにつきましては、職員２名分の人件費で１，６０９万６，０００円、

通信運搬費で、基本回線専用料で１６８万円、委託料、電気保安業務費及び夜警等委託

費で７１５万４，０００円、修繕費は、ポンプ、水位計等の修理費で３，５００万円、

動力費は、浄水場２カ所の電気料金で５，０００万円。 

  次に、配水及び給水費、本年度５，６３１万５，０００円。主なものにつきましては、

職員２名分の人件費で１，６０８万７，０００円、次のページををお願いいたします。

修繕費は、配水管修繕費で２，５００万円、動力費は、配水池、受水池の電気料金で８

５０万円。 

  受託給水工事費、本年度１０万円を計上しております。 

  業務費、本年度３，３５９万７，０００円。主なものにつきましては、職員２名分の

人件費で１，１７１万３，０００円、賃金は、臨時職員１名分で１２３万２，０００円、

印刷製本費は、納付書、検針カード印刷費で１３５万円、委託料は、検針員２名の委託

料等で８５７万６，０００円、賃借料は、電算機借上料で７２４万５，０００円であり

ます。 

  総係費、本年度１，５３８万４，０００円。主なものにつきましては、職員１名分の

人件費で９５８万１，０００円、負担金は、富田川治水組合負担金等で４２３万３，０

００円。 

  減価償却費、１億１，０６０万円、有形固定資産減価償却費でございます。 

  次のページ、お願いします。 

  資産減耗費、本年度５０３万円、固定資産の除却費及び棚卸資産の減耗費でございま

す。 

  その他の営業費用、２００万円、材料売却原価でございます。 

  営業外費用、１億１，６９１万８，０００円。 

  支払利息及び企業債取扱諸費、７，３９１万３，０００円、企業債利息及び一時借入

金利息でございます。 

  消費税、１，８００万円、雑支出、２，５００万５，０００円。その他の雑支出とし

て、一般会計への繰出金で２，５００万円を措置しております。 
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  次に、資本的収入及び支出。 

  収入。 

  水道事業資本的収入、本年度７，２２０万円と定めております。 

  工事負担金２，５５０万円、これにつきましては、宅地造成に伴う特別加入負担金及

び本管移設補償費、用水供給による田辺市からの工事費負担分を見込んでおります。 

  他会計負担金、３０万円、一般会計からの消火栓設置による負担金を見込んでおりま

す。 

  企業債４，６４０万円。公営企業借換債として４，６４０万円を措置しております。 

  次のページをお願いします。 

  支出。 

  水道事業資本的支出、本年度３億３，１３７万８，０００円を措置しております。 

  建設改良費１億４，６３５万円、配水設備改良費１億４，３６５万円、主なものにつ

きましては、工事請負費で１億４，０００万円を措置してございます。これにつきまし

ては、中央監視設備改良工事では、水道監視室と第１浄水場の監視装置の改良工事であ

ります。また、本管布設工事費では、公共下水道工事に伴う水道本管の布設替え工事で

あります。 

  営業設備費２７０万円、量水器の購入でございます。 

  企業債償還金１億８，５０２万８，０００円、これにつきましては、企業債償還金１

億３，８５５万円と、繰り上げ償還金４，６４７万８，０００円を措置しております。 

  次に、平成２３年度上富田町水道事業会計予算資金計画書でございます。合計金額で

ご説明させていただきます。 

  受入資金では、前年度決算見込額合計で１１億７２５万７，７０４円を見込んでおり

ます。 

  １６ページの支払資金では、前年度決算見込み額合計で７億１，１６３万３，６７２

円を見込んでおり、差し引き３億９，５６２万４，０３２円、これにつきましては、２

３年度へ繰り越す見込みであります。 

  １５ページの受け入れ資金の当年度予定額の合計では、９億３，１３７万４，０３２

円を見込んでおります。 

  １６ページの支払資金の当年度予定額の合計で、６億８，３０８万３，０００円を見

込んでおり、差し引き２億４，８２９万１，０３２円を予定しております。 

  １７ページから２１ページにつきましては、給与費の明細書でございます。お目通し

をよろしくお願いします。 

  ２２ページをお願いします。 
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  平成２２年度上富田町水道事業予定損益計算書でございます。これにつきましては、

合計金額でご説明させていただきます。 

  １、営業収益４億１，８４５万円、２、営業費用２億７，６１５万６，０００円、営

業利益として、１億４，２２９万４，０００円を予定しております。 

  ３、営業外収益１２０万円、４、営業外費用１億１，４４６万１，０００円、経常利

益２，９０３万３，０００円、当年度の純利益として、２，９０３万３，０００円を予

定しております。 

  次に、平成２２年度上富田町水道事業予定貸借対照表でございます。これにつきまし

ても、合計金額でご説明させていただきます。 

  資産の部。 

  １、固定資産、固定資産合計３０億７，８２２万５，５８７円、２、流動資産、流動

資産合計で４億６，９２０万４，０３２円、資産合計では、３５億４，７４２万９，６

１９円を予定しております。 

  次のページをお願いします。 

  負債の部。 

  ３、流動負債、流動負債合計２，２８０万円、負債合計では、同額の２，２８０万円

でございます。 

  資本の部。 

  ４、資本金、資本金合計１８億４，９２９万２，８９４円、５、剰余金、剰余金合計

で１６億７，５３３万６，７２５円、資本合計、３５億２，４６２万９，６１９円。 

  負債資本合計では、３５億４，７４２万９，６１９円を予定しております。 

  次のページをお願いします。 

  平成２３年度上富田町水道事業予定貸借対照表でございます。合計金額でご説明させ

ていただきます。 

  資産の部。 

  １、固定資産、固定資産合計３１億１，９０９万７，１４５円、２、流動資産、流動

資産合計３億２，１７９万１，０３２円、資産合計では、３４億４，０８８万８，１７

７円を予定しております。 

  負債の部。 

  ３、流動負債、流動負債合計１，２８０万円、負債合計では、同額の１，２８０万円

を予定しております。 

  資本の部。 

  ４、資本金、資本金合計、１７億１，７２３万３，７９９円、５、剰余金、２８ペー
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ジをお願いします。剰余金合計、１７億１，０８５万４，３７８円、資本合計、３４億

２，８０８万８，１７７円。 

  負債資本合計では、３４億４，０８８万８，１７７円を予定しております。 

  以上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長(奥田 誠) 

  総務政策課企画員、薮内君。 

○総務政策課企画員（薮内昭孝） 

  おはようございます。 

  それでは、議案第３２号について説明申し上げます。 

  議案第３２号、平成２３年度上富田町特別会計朝来財産区予算。 

  平成２３年度上富田町の特別会計朝来財産区予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８５万円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２３年３月９日提出、朝来財産区管理者上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入。 

  １款、財産収入、１項、財産運用収入、２項、財産売払収入で、４３１万４，０００

円と定めています。 

  ２款、寄付金５２万５，０００円、３款、繰越金１万円、４款、諸収入１，０００円。 

  歳入合計といたしまして、４８５万円と定めております。 

  歳出。 

  １款、委員会費１０８万２，０００円、２款、総務費３７６万８，０００円。 

  歳出合計といたしまして、４８５万円と定めております。 

  ３ページの事項別明細書、総括につきましては、お目通し願います。 

  ４ページをお願いします。 

  ２、歳入。 

  １款、財産収入、１目、財産貸付収入４１６万２，０００円、２目、利子及び配当金

５万２，０００円、合計４２１万４，０００円と定めております。 

  １款、財産収入、１目、不動産売払収入を１０万円と定めております。 

  ２款、寄付金、１目、指定寄附金５２万５，０００円と定めております。 
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  ５ページをお願いします。 

  ３款、繰越金１万円、４款、諸収入１，０００円と定めております。 

  ６ページをお願いします。 

  ３、歳出。 

  １款、委員会費、１目、管理員会費１０８万２，０００円と定めております。委員報

酬、費用弁償等を措置しております。 

  ７ページをお願いします。 

  ２款、総務費、１目、一般管理費３７６万８，０００円と定めております。主なもの

といたしまして、賃金の２６万８，０００円、フェンス設置工事請負費５０万円、財政

調整基金積立金１５０万円、寄付金１２０万円を措置しております。 

  ８ページの給与費明細書につきましては、お目通し願います。 

  以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長(奥田 誠) 

  総務政策課企画員、家高君。 

○総務政策課企画員（家高英宏） 

  おはようございます。 

  私の方からは、議案第３３号についてご説明申し上げます。 

  平成２３年度西牟婁郡公平委員会予算。 

  平成２３年度西牟婁郡公平委員会の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３２万円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入でございます。 

  １款、賦課金１２９万９，０００円、２款、繰越金２万円、３款、諸収入、預金利子

で１，０００円。 

  歳入合計、１３２万円と定めてございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、委員会費８５万７，０００円、２款、総務費４４万３，０００円、３款、予備
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費２万円。 

  歳出合計１３２万円と定めてございます。 

  次に、４ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましては、お目通しの

ほどよろしくお願いいたします。 

  ５ページをお願いいたします。 

  ２の歳入でございます。 

  １款、賦課金につきましては、西牟婁郡内３町と７一部事務組合からの賦課金１２９

万９，０００円と定めてございます。 

  ２款、繰越金では、前年度繰越金として２万円と定めてございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  ３款、諸収入、預金利子で１，０００円と定めてございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  ３の歳出につきましては、１款、委員会費として、主なものは、委員３名の報酬及び

費用弁償等で、計８５万７，０００円と定めてございます。 

  ２款、総務費では、主なものは、職員の旅費及び、８ページをお願いいたします。全

国公平委員会連合会等への負担金等で、計４４万３，０００円と定めてございます。 

  次に、３款、予備費につきましては、２万円と定めてございます。 

  ９ページの給与費明細書につきましては、お目通しのほどお願いいたします。 

  以上、提案理由とさせていただきますので、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長(奥田 誠) 

  上下水道課企画員、植本君。 

○上下水道課企画員（植本 敏雄） 

  議案第３４号についてご説明申し上げます。 

  議案第３４号、工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき、契約及び財産

の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した平成２２

年度 第５号 上水道事業 中央監視設備改良工事について、下記のとおり請負契約を締

結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １．契約の目的 平成２２年度 第５号 上水道事業 中央監視設備改良工事。 

  ２．契約の方法 指名競争入札による契約。 

  ３．契約金額 １億３，２３０万円 

  ４．契約の相手方 大阪市北区梅田２丁目４番９号、横河電機株式会社関西支社、支
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社長太田忠明。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事の指名業者につきましては、横河電機株式会社関西支社、日新電機株式会社関

西支社、株式会社日立製作所関西支社、株式会社安川電機大阪支店、メタウォーター株

式会社西日本営業部の５社でございます。 

  工事場所につきましては、役場上下水道課監視室及び第１浄水場でございます。 

  本設備につきましては、第１浄水場では、設置後３０年が経過、また役場監視室につ

きましても２０年が経過している状況でございます。そうした中、主要な装置の数多く

が保守限界となっており、安全な水を安定的に供給するための施設整備の一環としまし

て、中央監視設備一式の改良工事を行うものでございます。 

  本工事につきましては、本年度より３年間の債務負担行為によりまして実施してまい

ります。 

  次のページに、参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。仮契

約書の最後の条項に、議会の議決があったときに、この契約と同一の条項により本契約

を締結したものとするとなってございます。どうかご承認賜わりますようよろしくお願

いいたします。 

○議長(奥田 誠) 

  住民生活課企画員、福田君。 

○住民生活課企画員（福田睦巳） 

  議案第３５号、土地取得についてご説明申し上げます。 

  議案第３５号、土地取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第３条の規定に基づき、下記のとおり土地を取得することについて、

地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  １．取得物件 西牟婁郡上富田町岩田字大坊１５００番１９、宅地ほか８筆７，９２

９．９７平方メートル。 

  ２．取得価格 １億６，０８５万４３０円。 

  ３．目的 統合保育所建設用地として。 

  ４．契約の相手方 西牟婁郡上富田町岩田１５００番地の１９、有限会社協和ブロッ

ク、代表取締役愛須浩行。 

  平成２３年３月９日提出、上富田町長小出隆道。 

  本案につきましては、生馬、岩田、市ノ瀬保育所の３園の統合保育所建設用地として、

上富田町岩田１５００番地の１９、有限会社協和ブロック代表取締役愛須浩行氏より、
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岩田字大坊１５００番１９ほか８筆、７，９２９．９７平方メートルを１億６，０８５

万４３０円で取得するものでございます。 

  参考資料といたしまして、土地売買仮契約書を添付しておりますので、お目通しをく

ださい。契約条項の第１５条に、この契約は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定

に基づき、議会の議決を得たときは本契約が成立するものとするとしてございます。 

  なお、契約締結につきましては平成２２年度でございますが、支払いにつきましては

平成２３年度を予定しております。 

  以上、ご承認賜わりますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長(奥田 誠) 

  以上をもって提案理由の説明を終わります。 

                                           

△延  会 

○議長(奥田 誠) 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

                （「異議なし」の声あり） 

○議長(奥田 誠) 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会します。 

  次回は、３月１４日午前９時３０分となっていますので、ご参集願います。 

  本日はどうもご苦労さんでございました。 

 

延会 午前１０時２６分 


